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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月２４日（日） １１時１０分ごろ 

発生場所 北海道室蘭港内 

 室蘭市所在の室蘭港北外防波堤灯台から真方位３５７°８５８ｍ付

近 

 （概位 北緯４２°２１.７′ 東経１４０°５５.０′） 

事故調査の経過  平成２５年１１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 瀬渡船 第十八北
ほく

星
せい

丸、４.９トン 

   ＨＫ３－９４７１８（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.０９ｍ（Lr）×３.１３ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２６４.７８kＷ、平成８年７月４日 

   第２０２－５０６９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 第７北
きた

山
やま

丸、１.０２トン 

   ２０２－９０６４北海道、個人所有 

   ５.１０ｍ（Lr）×１.４５ｍ×０.６３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、７.３０kＷ、昭和５３年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年６月１９日 

    免許証交付日 平成２３年１０月１３日 

           （平成２９年６月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２４年８月３０日 

    免許証交付日 平成２４年８月３０日 

           （平成２９年８月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ1） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に破口 

Ｂ 右舷船首部及び同中央部外板に亀裂、船外機に濡損 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、室蘭港の北外防波堤に瀬渡しし

た２組の釣り客を迎えに行くため、同港崎守
さきもり

船溜
だ

まりを出港した。 

 Ａ船は、崎守船溜まりの南方５００ｍ付近の北外防波堤に至って、

１組目の釣り客２人を乗船させた後、引き続いて約６００ｍ南方の２

組目の釣り客４人を収容するため、船長Ａが、船体右舷中央の甲板に

立ってリモコン操作を行い、北外防波堤から約３ｍの距離をとって、

同防波堤の東側沿いを約５ノットの対地速力で南進した。 

 船長Ａは、ふだん北外防波堤付近に他船を見掛けないことから、進

行方向に他船はいないものと思い、同防波堤との距離に注意を向けて

いた。 

 Ａ船は、同じ針路及び速力で航行中、平成２５年１１月２４日１１

時１０分ごろ、その船首とＢ船の右舷船首が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人２人を同乗させ、崎守船溜

まりを出港し、１１時００分ごろ、北外防波堤の東側に、船首から重

さ約１０kg の鉄製錘を入れ、直径約１５mm の合成繊維製の錨索を約

２０ｍ繰り出して船外機を中立状態とし、船首を北北西方に向けて錨

泊した。 

 船長Ｂは、船尾に腰を掛けて、竿
さお

先の魚信に注意を向けながら釣り

を行っていたところ、船体中央にいた同乗者の「船が来る」との声

で、船首方５０ｍ付近に、Ｂ船に向かって接近するＡ船を認めたが、

そのうちＡ船が止まるか避けてくれるものと思い、引き続き錨泊を続

けた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが至近に近づいたＡ船に対し、危険を感じて大声で

叫んだが、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂ及びＢ船の同乗者は、Ｂ船が転覆して全員が海に投げ出され

たが、Ａ船及び北外防波堤上の釣り人に救助された。 

 Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて崎守船溜まりに戻り、船長Ｂ及び同乗

者Ｂ1 は救急車で病院に搬送され、船長Ｂが顔面骨折等、同乗者Ｂ1 が

胸骨骨折とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 北外防波堤は、室蘭港北西部の崎守ふ頭から切り通しを挟んで南方

に延びる長さ約２,０００ｍの防波堤で、南端付近に室蘭港北外防波

堤灯台が設置されていた。 

 Ａ船は、船首付近に操舵室が配置された定置網漁の網起こし漁船

で、年に約４～５回瀬渡し及び遊漁船として使用されていた。 

 船長Ａは、２組目の釣り客を収容する予定場所までそれほど離れて

おらず、右舷着けするため、ボートフックで船を寄せなければならな

いことから、操舵室の後方で操船していた。 
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 船長Ａ及びＡ船の同乗者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、Ｂ船での釣りが約１０回目で、凪
なぎ

のときに室蘭港内で釣

りを行っていたが、本事故発生場所付近で釣りを行うのは初めてであ

った。 

 船長Ｂ及びＢ船の同乗者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、室蘭港内において北外防波堤沿いを南進中、船長Ａが、ふ

だん北外防波堤付近に他船を見掛けなかったので、進行方向に他船は

いないものと思い、同防波堤との距離に注意を向け、周囲の見張りを

適切に行っていなかったことから、前路で錨泊中のＢ船に気付かず、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、室蘭港内で錨泊中、船長Ｂが、接近するＡ船を認めた際、

Ａ船が止まるかＢ船を避けてくれるものと思い、錨泊を続け、至近に

近づいたＡ船に対し、危険を感じて大声で叫んだものの、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、室蘭港内において、Ａ船が北外防波堤沿いを南進中、Ｂ

船が錨泊中、船長Ａが、進行方向に他船はいないものと思い、北外防

波堤との距離に注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかった

ため、Ｂ船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


